
vol.58

05

　食物アレルギーは、毎日の食事にかかわり、特に子ども
に多いアレルギー疾患であるため、子どもとその保護者、
学校・保育施設の関係者、食品事業者を含め多くの方が関
心をもっています。食物アレルギーをもつ人が、ある食品に
ついて「食べる」「食べない」という判断をするために、自分
が食べるものの中に、自分が反応するアレルゲン※1が含ま
れるかどうかを知ることはとても重要なことです。
　このため、食物アレルギーをもつ人に健康被害が発生しな
いよう、「食品表示法」に基づいてアレルゲンを含む旨が表示
（以下「食物アレルギー表示」という。）されています（図1）。現
在、特定原材料※2が７品目、特定原材料に準ずるものが21品
目、表示の対象となっています（表1）。
　この表示制度は食品安全委員会が発足する前の2001年か
ら実施されています。2015年に「アレルギー疾患対策基本
法」において食物アレルギー表示を充実させることが規定さ
れたことなどを背景に、食品安全委員会は、2016年3月、アレ
ルゲンを含む食品を自らの判断で行う食品健康影響評価※3

の対象とし、食物アレルギー表示制度の妥当性について科学
的な検証を行うこととしました。 　今回は、特定原材料のうち国内での患者数が多く、科学

的知見が豊富と思われた「卵」について評価しました。
　特定原材料の「卵」は、うずらの卵など食用の鳥の卵全般
を含みますが、私たちが食べる卵の多くは鶏卵であり、ま
た、評価のために入手できた科学的知見のほとんどが鶏卵
に関するものでした。そこで、今回は鶏卵アレルギーの知見
を中心に整理し、「卵」の評価を行いました。
　なお、入手した科学的知見を整理・分析したところ、現段
階では国内におけるヒトを対象とした知見が限られてお
り、科学的な評価を行うために十分な科学的知見が整った
状況ではないことが明らかとなりました。今後、食品健康
影響評価をさらに精緻に行うためには、必要な科学的知見
を継続的に集積することが重要です。

　食物アレルギー表示制度では、原材料の中の個々の特
定原材料等の総タンパク質量が一定量以上（数㎍/g以上
又は数㎍/ml以上）含まれている場合には表示が必要とさ
れています。さらに、全卵のみではなく、卵黄と卵白に分離
したとしても、また、液卵、粉末卵、凍結卵等を用いた場合
も「卵」の表示が必要とされています。
　評価の中で調査した限りにおいては、「卵」の表示が求め
られない微量の「卵」タンパク質含有量でアレルギー症状
が誘発されたという事例は確認できませんでした。また、
「卵」の加工により、アレルギー症状を誘発する能力が低下
することもありますが、アレルギー反応を確実に抑制する
とは限らないことがわかっています。

　都道府県は、流通する加工食品のアレルギー表示を監
視するため、加工食品中のアレルゲンの濃度を検査して
います。これまでの結果では、検査した『「卵」の表示がな
い加工食品』の「卵」アレルゲン濃度は低く、10㎍/gを超
えるものはほとんどありませんでした。また、評価の中で
調査した限りにおいては、検査された『「卵」の表示がない
加工食品』のうち75％以上の製品の「卵」アレルゲン濃
度は1㎍/g未満であり、加工食品中の「卵」アレルゲン濃
度が低いレベルに抑えられていることがわかりました。
　一方、「卵」の表示欠落により自主回収に至った事例が
年間複数件報告されています。自主回収の理由としては、
原材料名に表示のない「卵」の使用の判明、商品の表示ラ
ベルの誤貼付等が見受けられました。国内で2021年か
らHACCP（ハサップ）※5に沿った衛生管理が制度化する

ことに伴い、表示ラベルの誤貼付防止を含め、今後、加工
食品の品質保証の向上が期待されます。

　鶏卵アレルギーに限らず食物アレルギー患者は、医師の
指示のもとで食べるものを選ぶ必要があります。それを前
提とすれば、鶏卵アレルギー患者が、現在の食物アレル
ギー表示制度に沿った加工食品を食べることによってアレ
ルギー症状が誘発されることはおおむねないと判断され
ました。
　食品安全委員会は、現時点における科学的知見に基づ
いて調査審議を重ねた結果、現在の食物アレルギー表示
制度は、「卵」についてはおおむね妥当であると判断する
評価結果を2021年6月にとりまとめました。

◆「卵」の表示制度の妥当性

◆「卵」の表示制度の管理の有効性

●頭痛

体内に入ったアレルゲンが抗体に結合し、
アレルギー症状を引き起こす物質がマスト
細胞から放出される。 アレルギー症状が引き起こされる。（図中：主な症状）

神　経

●眼の赤み・かゆみ
●鼻水・涙
●唇・口の中・喉・
瞼の腫れ

粘　膜

●のどのかゆみ
●喘鳴（ぜーぜー）
●呼吸困難

呼吸器

●紅斑
●蕁麻疹
●かゆみ

皮　膚

●頻脈・徐脈
●血圧低下

循環器

●腹痛
●吐き気・嘔吐
●下痢

消化器

用 語 の 解 説

◆まとめ

食物アレルギーの原因となる物質。大部分が食品に含まれるタンパク
質。アレルギー物質ともいう。

※1 アレルゲン

食物アレルギーを引き起こす食品のうち、食品表示基準に定めるとこ
ろにより表示しなければならないもの。

※2 特定原材料

食品健康影響評価（リスク評価）には、厚生労働省、農林水産省等から
の要請により行う評価と、食品安全委員会が対象案件を自ら選定して
行う評価がある。後者のリスク評価をいう。

※3 自らの判断で行う食品健康影響評価

1gの100万分の1の重量。

※4 μg（マイクログラム）

食品の衛生管理システムの一つ。Hazard Analysis and Critical 
Control Point（危害要因分析重要管理点）の頭文字をとった略語。

※5 ＨＡＣＣＰ（ハサップ）

食物アレルギーは、食品中のタンパク質
（アレルゲン）が原因となって起きます。
アレルゲンを異物とみなして体が過敏
に反応することで、かゆみや蕁麻疹、吐
き気などの症状が引き起こされます。

コ ラ ム
食物アレルギーが

起こるしくみ

アレルゲン
マスト細胞

抗体

アレルギー症状を引き起こす物質（ヒスタミンなど）


